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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画再生機能を有する携帯端末であって、
　動画を再生する再生手段と、
　複数のキーが配置されたキー入力手段と、
　前記複数のキーの配置に対応させて複数の領域に仮想的に分割された画面を有し、前記
再生手段により再生された動画を表示する表示手段と、
　前記表示手段に動画が再生表示されているときに、前記キー入力手段のいずれかのキー
が操作されると、撮像画像と同じ解像度で、前記操作されたキーに対応した領域の撮像画
像の一部を前記表示手段に全画面表示する表示制御手段と
　を具備し、
　前記表示制御手段は、
　前記表示手段に全画面表示されている撮像画像の第１のカラーヒストグラムを生成する
第１ヒストグラム生成手段と、
　前記撮像画像全体の第２のカラーヒストグラムを生成する第２のヒストグラム生成手段
と、
　前記第１のカラーヒストグラムと前記第２のカラーヒストグラムとを、その比率を変え
ながら比較し、それぞれの比率で所定の閾値以上一致するか判断することにより、前記撮
像画像全体における、前記表示手段に全画面表示されている撮像画像の位置を逐次特定す
る位置特定手段とを具備し、
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　前記表示手段に全画面表示されている撮像画像を、前記位置特定手段により逐次特定さ
れた位置の撮像画像を前記所定の閾値以上一致したときの比率に基づいて拡縮した画像で
更新表示する
　を具備することを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、
　前記表示手段に全画面表示されている撮像画像から背景が白色の領域、あるいは、映像
が存在しない部分である空白領域を抽出する抽出手段を具備し、
　前記抽出手段により抽出された領域に撮像画像の一部分を表示していることを示す情報
を表示することを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記抽出手段は、
　前記第１ヒストグラム生成手段により生成される前記第１のカラーヒストグラムに基づ
いて、背景が白色の領域、あるいは、映像が存在しない部分である空白領域を抽出するこ
とを特徴とする請求項２記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記第２のヒストグラム生成手段は、前記表示手段に全画面表示されている撮像画像が
存在した領域と同じ領域の近傍における撮像画像の第２のカラーヒストグラムを生成する
ことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項５】
　動画を再生するための動画再生方法であって、
　複数のキーの配置に対応させて複数の領域に仮想的に分割された画面で、動画が再生表
示されているときに、前記複数のキーのいずれかのキーが操作されると、撮像画像と同じ
解像度で、前記操作されたキーに対応した領域の撮像画像の一部を全画面表示し、
　前記全画面表示されている撮像画像の第１のカラーヒストグラムを生成するとともに、
撮像画像全体または前記全画面表示されている撮像画像が存在した領域と同じ領域の近傍
における撮像画像の第２のカラーヒストグラムを生成し、前記第１のカラーヒストグラム
と前記第２のカラーヒストグラムとを、その比率を変えながら比較し、それぞれの比率で
所定の閾値以上一致するか判断することにより、前記撮像画像全体における、前記表示手
段に全画面表示されている撮像画像の位置を逐次特定し、
　前記表示手段に全画面表示されている撮像画像を、前記逐次特定された位置の撮像画像
を前記所定の閾値以上一致したときの比率に基づいて拡縮した画像で更新表示する
　ことを特徴とする動画再生方法。
【請求項６】
　前記全画面表示されている撮像画像から背景が白色の領域、あるいは、映像が存在しな
い部分である空白領域を抽出し、抽出された領域に撮像画像の一部分を表示していること
を示す情報を表示することを特徴とする請求項５記載の動画再生方法。
【請求項７】
　前記第１のカラーヒストグラムに基づいて、背景が白色の領域、あるいは、映像が存在
しない部分である空白領域を抽出することを特徴とする請求項６記載の動画再生方法。
【請求項８】
　動画を再生するための動画再生方法であって、
　再生される動画の特定領域に含まれる特定映像を全画面表示し、
　前記全画面表示されている撮像画像の第１のカラーヒストグラムを生成し、撮像画像全
体または前記全画面表示されている撮像画像が存在した領域と同じ領域の近傍における撮
像画像の第２のカラーヒストグラムを生成し、前記第１のカラーヒストグラムと前記第２
のカラーヒストグラムとを、その比率を変えながら比較し、それぞれの比率で所定の閾値
以上一致するか判断することにより、前記撮像画像全体における、前記表示手段に全画面
表示されている撮像画像の位置を逐次特定し、
　前記表示手段に全画面表示されている撮像画像を、前記逐次特定された位置の撮像画像
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を前記所定の閾値以上一致したときの比率に基づいて拡縮した画像で更新表示する
　ことを特徴とする動画再生方法。
【請求項９】
　動画再生機能を有する携帯端末であって、
　動画を再生する再生手段と、
　前記再生手段により再生される動画の特定領域に含まれる特定映像を全画面表示する表
示手段と、
　前記表示手段に全画面表示されている特定映像の第１のカラーヒストグラムを生成する
第１ヒストグラム生成手段と、
　前記再生手段により再生される動画の全体映像の第２のカラーヒストグラムを生成する
第２ヒストグラム生成手段と、
　前記第１のカラーヒストグラムと前記第２のカラーヒストグラムとを、その比率を変え
ながら、それぞれの比率で所定の閾値以上一致するか判断することにより、前記再生手段
により再生される動画の全体映像から前記特定映像が含まれる新たな特定領域を検出する
特定領域検出手段と、
　前記再生手段により再生される動画の全体映像うち、前記特定領域検出手段によって検
出された新たな特定領域に含まれる特定映像を、前記所定の閾値以上一致した比率に基づ
いて拡縮して前記表示手段に全画面表示する表示制御手段と
　を具備することを特徴とする携帯端末。
【請求項１０】
　前記第２のヒストグラム生成手段は、前記表示手段に全画面表示されている撮像画像が
存在した領域と同じ領域の近傍における撮像画像の第２のカラーヒストグラムを生成する
ことを特徴とする請求項９記載の携帯端末。
【請求項１１】
　前記特定映像が含まれる特定領域の初期位置を指定する初期位置指定手段を具備するこ
とを特徴とする請求項９または１０記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画の再生機能を搭載した携帯端末および動画再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯端末には、動画再生の機能が盛り込まれており、さらに見やすくするために
拡大機能が設けられてある。ここで、拡大した際に画面上のボリュームマークや拡大表示
中である旨のマークが重なってしまうのを防ぐため、ユーザが所望する拡大率へ１つの操
作で対応させる技術が知られている（例えば特許文献１参照）。また、物体が移動してい
る動画の再生中において、拡大表示した際に拡大範囲をすばやく移動させたり、また、動
画一時停止時には極め細かく移動させたりする技術が知られている（例えば特許文献２参
照）。
【特許文献１】特開２００２－３５４４０１号公報、図１
【特許文献２】特開２００４－７２６８４号公報、図２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の携帯端末では、一旦拡大を行うと、操作者の操作が無い場合
には、拡大率が一定となってしまう。このため、例えば、対象となる撮像画像を撮影する
際にズーム処理があった場合には、ズーム前には適切な拡大率であったのに、ズーム後に
は拡大表示を行いたい物体の一部分の拡大映像となってしまうので、操作者が拡大範囲を
手動で変える必要があり、操作が煩雑になるという問題があった。
【０００４】
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　また、映像中の物体を拡大表示している時に、被写体が移動した際には、一旦、ワイド
に切り換えて被写体を捕らえ、再び、拡大したりするなど、操作者が拡大範囲を手動で移
動させる必要があり、操作が煩雑になるという問題があった。
【０００５】
　そこで本発明は、撮影時のズーム／ワイド、あるいは映像の動きによって生じた画面内
の映像の拡大／縮小に合わせて容易に表示の拡縮を行うことができる携帯端末および動画
再生方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的達成のため、請求項１記載の発明による携帯端末は、動画再生機能を有する携
帯端末であって、動画を再生する再生手段と、複数のキーが配置されたキー入力手段と、
前記複数のキーの配置に対応させて複数の領域に仮想的に分割された画面を有し、前記再
生手段により再生された動画を表示する表示手段と、前記表示手段に動画が再生表示され
ているときに、前記キー入力手段のいずれかのキーが操作されると、撮像画像と同じ解像
度で、前記操作されたキーに対応した領域の撮像画像の一部を前記表示手段に全画面表示
する表示制御手段とを具備し、前記表示制御手段は、前記表示手段に全画面表示されてい
る撮像画像の第１のカラーヒストグラムを生成する第１ヒストグラム生成手段と、前記撮
像画像全体の第２のカラーヒストグラムを生成する第２のヒストグラム生成手段と、前記
第１のカラーヒストグラムと前記第２のカラーヒストグラムとを、その比率を変えながら
比較し、それぞれの比率で所定の閾値以上一致するか判断することにより、前記撮像画像
全体における、前記表示手段に全画面表示されている撮像画像の位置を逐次特定する位置
特定手段とを具備し、前記表示手段に全画面表示されている撮像画像を、前記位置特定手
段により逐次特定された位置の撮像画像を前記所定の閾値以上一致したときの比率に基づ
いて拡縮した画像で更新表示するを具備することを特徴とする。
【０００７】
　また、好ましい態様として、例えば請求項２記載のように、請求項１記載の携帯端末に
おいて、前記表示制御手段は、前記表示手段に全画面表示されている撮像画像から背景が
白色の領域、あるいは、映像が存在しない部分である空白領域を抽出する抽出手段を具備
し、前記抽出手段により抽出された領域に撮像画像の一部分を表示していることを示す情
報を表示するようにしてもよい。
【０００８】
　また、好ましい態様として、例えば請求項３記載のように、請求項２記載の携帯端末に
おいて、前記抽出手段は、前記第１ヒストグラム生成手段により生成される前記第１のカ
ラーヒストグラムに基づいて、背景が白色の領域、あるいは、映像が存在しない部分であ
る空白領域を抽出するようにしてもよい。
【００１０】
　また、好ましい態様として、例えば請求項４記載のように、請求項１記載の携帯端末に
おいて、前記第２のヒストグラム生成手段は、前記表示手段に全画面表示されている撮像
画像が存在した領域と同じ領域の近傍における撮像画像の第２のカラーヒストグラムを生
成するようにしてもよい。
 
【００１１】
　また、上記目的達成のため、請求項５記載の発明による動画再生方法は、動画を再生す
るための動画再生方法であって、複数のキーの配置に対応させて複数の領域に仮想的に分
割された画面で、動画が再生表示されているときに、前記複数のキーのいずれかのキーが
操作されると、撮像画像と同じ解像度で、前記操作されたキーに対応した領域の撮像画像
の一部を全画面表示し、前記全画面表示されている撮像画像の第１のカラーヒストグラム
を生成するとともに、撮像画像全体または前記全画面表示されている撮像画像が存在した
領域と同じ領域の近傍における撮像画像の第２のカラーヒストグラムを生成し、前記第１
のカラーヒストグラムと前記第２のカラーヒストグラムとを、その比率を変えながら比較
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し、それぞれの比率で所定の閾値以上一致するか判断することにより、前記撮像画像全体
における、前記表示手段に全画面表示されている撮像画像の位置を逐次特定し、前記表示
手段に全画面表示されている撮像画像を、前記逐次特定された位置の撮像画像を前記所定
の閾値以上一致したときの比率に基づいて拡縮した画像で更新表示することを特徴とする
。
【００１２】
　また、好ましい態様として、例えば請求項６記載のように、請求項５記載の動画再生方
法において、前記全画面表示されている撮像画像から背景が白色の領域、あるいは、映像
が存在しない部分である空白領域を抽出し、抽出された領域に撮像画像の一部分を表示し
ていることを示す情報を表示するようにしてもよい。
【００１３】
　また、好ましい態様として、例えば請求項７記載のように、請求項６記載の動画再生方
法において、前記第１のカラーヒストグラムに基づいて、背景が白色の領域、あるいは、
映像が存在しない部分である空白領域を抽出するようにしてもよい。
【００１４】
　また、上記目的達成のため、請求項８記載の発明による動画再生方法は、動画を再生す
るための動画再生方法であって、再生される動画の特定領域に含まれる特定映像を全画面
表示し、前記全画面表示されている撮像画像の第１のカラーヒストグラムを生成し、撮像
画像全体または前記全画面表示されている撮像画像が存在した領域と同じ領域の近傍にお
ける撮像画像の第２のカラーヒストグラムを生成し、前記第１のカラーヒストグラムと前
記第２のカラーヒストグラムとを、その比率を変えながら比較し、それぞれの比率で所定
の閾値以上一致するか判断することにより、前記撮像画像全体における、前記表示手段に
全画面表示されている撮像画像の位置を逐次特定し、前記表示手段に全画面表示されてい
る撮像画像を、前記逐次特定された位置の撮像画像を前記所定の閾値以上一致したときの
比率に基づいて拡縮した画像で更新表示することを特徴とする。
　また、上記目的達成のため、請求項９記載の発明による携帯端末は、動画再生機能を有
する携帯端末であって、動画を再生する再生手段と、前記再生手段により再生される動画
の特定領域に含まれる特定映像を全画面表示する表示手段と、前記表示手段に全画面表示
されている特定映像の第１のカラーヒストグラムを生成する第１ヒストグラム生成手段と
、前記再生手段により再生される動画の全体映像の第２のカラーヒストグラムを生成する
第２ヒストグラム生成手段と、前記第１のカラーヒストグラムと前記第２のカラーヒスト
グラムとを、その比率を変えながら、それぞれの比率で所定の閾値以上一致するか判断す
ることにより、前記再生手段により再生される動画の全体映像から前記特定映像が含まれ
る新たな特定領域を検出する特定領域検出手段と、前記再生手段により再生される動画の
全体映像うち、前記特定領域検出手段によって検出された新たな特定領域に含まれる特定
映像を、前記所定の閾値以上一致した比率に基づいて拡縮して前記表示手段に全画面表示
する表示制御手段とを具備することを特徴とする。
　また、好ましい態様として、例えば請求項１０記載のように、請求項９記載の携帯端末
において、前記第２のヒストグラム生成手段は、前記表示手段に全画面表示されている撮
像画像が存在した領域と同じ領域の近傍における撮像画像の第２のカラーヒストグラムを
生成するようにしてもよい。
　また、好ましい態様として、例えば請求項１１記載のように、請求項９または１０記載
の携帯端末において、前記特定映像が含まれる特定領域の初期位置を指定する初期位置指
定手段を具備するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、撮影時のズーム／ワイド、あるいは映像の動きによって生じた画面内
の映像の拡大／縮小に合わせて容易に表示の拡縮を行うことができるという利点が得られ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
Ａ．第１実施形態
Ａ－１．第１実施形態の構成
　図１は、本発明の第１実施形態による携帯端末の構成を示すブロック図である。図にお
いて、携帯端末は、再生や拡大などの指示を入力するキー入力部１０１、圧縮された動画
のデコード処理を行うデコード部１０２、動画などを表示する表示部１０３、端末内部状
態の管理やキー押下時の制御やデコード後の画面中の空白領域を判断する制御部１０４か
ら構成されている。また、携帯端末は、撮像画像を記憶しておくための記憶部１０４か、
撮像画像を携帯端末外部から取得するための通信部１０５のうち、少なくともどちらかを
備えている。
【００２５】
Ａ－２．第１実施形態の動作（非縮小機能）
　次に、図２は、本第１実施形態による携帯端末の動作を説明するためのフローチャート
である。また、図３は、実際の撮像画像及び表示部１０３に表示される画面の遷移を示す
模式図である。図４および図５は、拡大を指定する際のキー配置と画面の分割を説明する
ための模式図である。
【００２６】
　まず、実際の撮像画像は、図３（ａ）に示す撮像画像３０１のように、ハイビジョンク
ラス（横１９２０ドット、縦１０８０ドット）やＶＧＡ（横６４０ドット、縦４８０ドッ
ト）等であり、表示部１０３の表示可能ドットは、図３（ａ）に示す画面３０２のように
、ＱＶＧＡ（横３２０ドット、縦２４０ドット）とする。このとき、実際の撮像画像がＶ
ＧＡの場合には、縦２ドット、及び横２ドットの平均値を算出して縦１ドット、横１ドッ
トとして、表示部１０３に表示することにより、縮小映像が表示可能である。
【００２７】
　また、図４（ｂ）に示すように、キー入力部１０１には、撮像画像と同じ解像度で画面
の一部を切り出す機能が数字キー１、３、７、９と割り当てられてある。この際、図４（
ａ）のように画面上を４分割して、左上の領域４０１は数字の１キー、右上の領域４０２
は数字の３キー、左下の領域４０３は数字の７キー、右下の領域４０４は数字の９キーと
、視覚的に分かり易いキー割り当てとする。ここで、数字の７キーが押された場合は、縮
小表示ではなく、領域４０３のみをそのままの大きさで表示する。なお、本実施形態では
、撮像画像と同じ解像度で画面の一部を切り出す機能と説明するが、撮像画像の一部分を
抽出して、液晶などの表示画面一杯に表示する機能としても良い。
【００２８】
　まず、現在動画を再生できる端末において、図３（ａ）に示すように、画面３０２の縮
小映像が表示されている（ステップＳ１０）。ここで、撮像画像と同じ解像度で画面の一
部を切り出す機能に割り当てられた数字の７キーが押下される（ステップＳ１２）。する
と制御部１０４により領域４０３が抽出され（ステップＳ１４）、表示部１０３には、図
３（ｂ）に示すように、撮像画像３０３（ＶＧＡ：横６４０ドット、縦４８０ドット）と
同じ解像度で画面の一部が切り出され、画面３０４として表示される（ステップＳ１６）
。
【００２９】
　次に、制御部１０４は、表示画面のカラーヒストグラムより背景が白色、あるいは、指
定した映像が存在しない部分である空白領域を抽出し（ステップＳ１８）、そこに、図３
（ｂ）に示すように、画面上に撮像画像の一部分を表示している旨のマーク３０５を表示
する（ステップＳ２０）。
【００３０】
　これにより、ユーザは、現在、撮像画像の一部分が表示されているのを容易に認識でき
る。なお、画面上に撮像画像の一部分を表示している旨のマークは、最初の数秒間表示さ
れてその後は消去されても良いし、同位置に描画され続けても良いし、画像は動画なので
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空白領域は随時更新されるので、数秒に１回空白領域を抽出し直して、描画領域を更新し
ても良い。このとき、画面上に撮像画像の一部分を表示している旨のマーク３０５を、電
解強度や時計などを表示しているピクト領域に表示しても良い。
【００３１】
　なお、撮像画像と同じ解像度で画面の一部を切り出す機能のキー割り当ては、図５のよ
うに、画面上を９分割して、左上の領域５０１は数字の１キー、中央上の領域５０２は数
字の２キーと、キー配列と同様の配置に割り当てても良い。このときは、実際の撮像画像
がそのまま表示されるのではなく、指定領域が拡大されて表示部１０３に表示される。
【００３２】
　また、指定された矩形領域のみではなく、指定領域内をヒストグラム等で代表映像の抽
出を行い、さらに近隣の領域をヒストグラム解析することで、１つの領域を抽出し、その
領域を拡大、あるいは、縮小して、表示画面最大に表示するようにしても良い。図５にお
いて、領域５０３が指定された場合には、領域５０２、及び領域５０６と同一の映像とす
ることにより、走っている人が抽出され、図３（ｃ）の画面３０６ようにその領域を表示
画面最大に表示する。
【００３３】
　さらに、筐体が折り畳み可能であり、折り畳まない状態で動画が表示されるメイン表示
部と、折り畳んだ状態で使用できる別のサブ表示部とを備える携帯端末において、折り畳
む前にメイン表示部にて動画が画面３０４で表示されている状態において、筐体が折り畳
まれた場合には、サブ表示部に継続して動画が画面３０４で描画されても良い。ここでは
、メイン表示部とサブ表示部との大きさは異なっても良いし、同じであっても良い。また
、通常、メイン表示部とサブ表示部とは異なるサイズなので、折り畳む前にメイン表示部
にて動画が画面３０４で表示されている状態において、筐体が折り畳まれた場合には、メ
イン表示部とサブ表示部との解像度の比率分だけ縮小して、サブ表示部に表示するように
しても良い。表示部は、液晶表示デバイスや有機ＥＬデバイス等の表示デバイスを用いる
ことができる。
【００３４】
　上述した第１実施形態によれば、簡易な操作で、撮像画像と同じ解像度で画面の一部を
切り出して表示することができ、かつ、画面上に撮像画像の一部分を表示していることが
容易に判断できるマークを表示することにより、動画の表示方法が、ユーザが所望するも
のに容易に変更することができ、利便性を向上させることができる。なお、撮像画像、表
示部等の解像度やサイズは、本実施形態によって限定されるものではない。
【００３５】
Ｂ．第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本第２実施形態では、動画再生中の指
定エリア内の映像を自動追尾する。図６は、本第２実施形態による携帯端末の動作を説明
するためのフローチャートである。図７は、実際の撮像画像および表示部１０３に表示さ
れる画面の遷移を示す模式図であり、図８は、画面中の縦方向および横方向のカラーヒス
トグラムである。
【００３６】
　図７（ａ）において、まず、実際の撮像画像３０３から、第１実施形態の手法を用いて
表示したものを画面３０４とする。すなわち、画面３０４には、撮像画像３０３と同じ解
像度で画面の一部を切り出した映像が表示されている。このとき、撮影時にカメラの向き
が移動するか、あるいは、撮影映像が移動すると、実際の撮像画像は、図７（ｂ）に示す
撮像画像７０３のように生成される。本第２実施形態では、図７（ｂ）に示す撮像画像７
０３において、撮像画像３０３で選択した領域が移動した場合でも、選択領域の被写体の
移動に追随して、描画映像を画面一杯に継続して表示する手法を提供する。
【００３７】
　まず、画面３０４において縦方向、及び、横方向のカラーヒストグラムを生成すると、
図８に示すように、ヒストグラム８０１、８０２が得られる（ステップＳ３０）。ここで
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、図８中には、１つのヒストグラムを示しているが、実際は、ＲＧＢ（Ｒｅｄ，Ｇｒｅｅ
ｎ，Ｂｌｕｅ）、あるいは、ＹＵＶ（Ｙ：輝度、Ｕ（Ｃｂ），Ｖ（Ｃｒ）：色差）の各々
の値などから作成される３つのヒストグラムを用いても良い。
【００３８】
　その後、図７（ｂ）に示すように、撮影時にカメラの向きが移動した、あるいは、撮影
映像が移動した実際の撮像画像７０３においても、画面全体、あるいは、元の表示してい
た領域付近において、カラーヒストグラムを生成する（ステップＳ３２）。そして、ヒス
トグラム８０１、８０２と撮像画像７０３のカラーヒストグラム（図示略）との比較を行
う（ステップＳ３４）。そして、ある閾値以上の場所に映像が移動したと判断し、映像の
位置を特定し（ステップＳ３６）、その領域を、実際の撮像画像から切り取ったのみの通
常のサイズで映像を表示する（ステップＳ３８）。その結果、図７（ｂ）に示すように、
撮像画像７０３において、画面３０４で選択された対象映像を抽出することで、画面７０
４の如く、所望の映像の表示が維持できる。
【００３９】
　なお、上記カラーヒストグラムによる特定は処理量が大きいため、縦方向の探索により
該当が無い場合には横方向の探索は行わないか、あるいは、数フレームに１回のみ行うな
どの処理量削減を行うことが好ましい。また、画面中の映像検索には、上記カラーヒスト
グラムで説明したが、画面を２値化した際のヒストグラムを用いるか、あるいは、画面に
表示されている画像自体を用いてパターンマッチングを行っても良い。
【００４０】
　さらには、実際の撮像画像がＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ
ｓ　Ｇｒｏｕｐ）のように画像の圧縮が行われている場合には、撮像画像は、Ｉピクチャ
（Ｉｎｔｒａ－Ｐｉｃｔｕｒｅ：静止画としての圧縮がされる画面。自画面内の情報のみ
で圧縮し，時間的に前後する他の画面の相関情報を用いない。）や、Ｐピクチャ（Ｐｒｅ
ｄｉｃｔｉｖｅ－Ｐｉｃｔｕｒｅ：時間的に過去の画面からの相関情報で表わされる画面
。参照する画面はＩピクチャでもＰピクチャでも良く，情報量はＩピクチャよりも少なく
なる）などで構成されている。ここで、Ｐピクチャは、前の画面との相関情報なので、実
際の撮像画像中のＰピクチャ位置を検出することにより、所望の映像の位置を算出しても
良い。
【００４１】
　上述した第２実施形態によれば、映像中の被写体を拡大表示している時に、被写体が移
動した際にも、操作者が無用な操作を要せずに、画面上に被写体を拡大して表示すること
が可能となる。
【００４２】
Ｃ．第３実施形態
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。本第３実施形態では、上述した第２実
施形態の説明に用いた図６ないし図９を用いて、カメラのズーム／ワイド、映像の動きに
よって生じた画面内の映像の拡大／縮小に合わせて、表示の自動拡縮を行うことについて
説明する。図９は、第３実施形態における、実際の撮像画像の縦方向、及び横方向のカラ
ーヒストグラムである。
【００４３】
　図７（ａ）においては、画面３０４の如く、実際の撮像画像３０３と同じ解像度で画面
の一部を切り出した映像が表示されている。ここで、撮影時にカメラがズーム、あるいは
、ワイドになった場合、あるいは、撮影映像がカメラの方に移動、あるいは、カメラから
遠い方向に移動した場合などは、実際の撮像画像３０３が、図７（ｃ）に示す撮影画像７
０５のように生成される。
【００４４】
　まず、第２実施形態と同様に、画面３０４において、図８に示すカラーヒストグラムが
得られる。次に、図７（ｃ）に示す、実際の撮像画像７０５に対してヒストグラムを生成
すると、図９に示すヒストグラム９０１、９０２が得られる（ステップＳ３２）。次に、
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ステップＳ３４において、縦方向の比較を行う際に、ヒストグラム８０１の縦方向の比率
を変えながら、ヒストグラム９０１と比較を行う。ある比率において、ある閾値以上存在
する場合には、次に、同様の比率をヒストグラム８０２の横方向に適用して、ヒストグラ
ム９０２と横方向の比較を行う。ここで、ある閾値以上の場所が存在する場合には、そこ
に映像が存在すると判断し（ステップＳ３６）、その領域に対して、画面一杯に映像を表
示する（ステップＳ３８）。
【００４５】
　なお、前提となる映像の特定手段は、第１実施形態にて説明したカラーヒストグラムよ
り導き出した領域にしても良いし、現在表示されている画面全体を対象としても良いし、
現在の画面の中央に表示されている映像としても良い。
【００４６】
　上述した第３実施形態によれば、カメラのズーム／ワイド、あるいは映像の動きによっ
て生じた画面内の映像の移動や拡大、縮小に合わせて、操作者が無用な操作を要せずに、
表示の自動拡縮を行うことが可能な携帯端末が提供できる。
【００４７】
　また、撮影シーンが変更するとき、すなわちカメラカット時にも、常時、第２実施形態
の如く、図６のフローチャートを継続して実行する。この場合、ステップＳ３４において
、ヒストグラムの比較を行った際に、ある閾値以上の場所が検出できないので、映像が次
フレーム内には存在しないと判断し、通常のサイズで動画を表示する。
【００４８】
　また、テレビ放送、特にスポーツ中継などにおいては、通常は、広角用とズーム用の複
数のカメラを用いて撮影し、撮影された複数の撮影データの中から、放送したい映像のみ
を時間的に選択して放送されていたため、複数のカメラが必要であった。そこで、カメラ
１台により広角撮影を行い、得られた撮影データを、第１実施形態における図３に示す実
際の撮像画像と考え、第１実施形態の如く、ある一部を選択し、その矩形領域のみを放送
することが考えられる。さらに、放送対象である矩形領域内の映像が移動した際には、第
２実施形態の如く、自動的に移動映像を検出し、その矩形領域を放送すると良い。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の第１実施形態による携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図２】本第１実施形態による携帯端末の動作を説明するためのフローチャートである。
【図３】実際の撮像画像、及び、表示部１０３に表示される画面の遷移を示す模式図であ
る。
【図４】拡大を指定する際のキー配置と画面の分割を説明するための模式図である。
【図５】拡大を指定する際のキー配置と画面の分割を説明するための模式図である。
【図６】本第２実施形態による携帯端末の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】実際の撮像画像および表示部１０３に表示される画面の遷移を示す模式図である
。
【図８】画面中の縦方向および横方向のカラーヒストグラムである。
【図９】第３実施形態における、実際の撮像画像の縦方向、及び横方向のカラーヒストグ
ラムである。
【符号の説明】
【００５０】
　１０１　キー入力部（キー入力手段）
　１０２　デコード部（再生手段）
　１０３　表示部（表示手段）
　１０４　制御部（再生手段、表示制御手段、抽出手段、第１ヒストグラム生成手段、第
２ヒストグラム生成手段、位置特定手段）
　１０５　記憶部
１０６　通信部
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